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　金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成19年11月８日

金沢市長　　山　　　出　　　　　　　保　　
◉金沢市規則第79号
　　　金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則の一部を改正する規則
　金沢市廃棄物の減量化及び適正処理に関する規則（平成５年規則第２号）の一部を次のように改正する。
　第10条第３号を削り、同条第４号中「陶磁器くず（自動車等破砕物」の次に「及び廃石膏ボード」を加え、同号を
同条第３号とし、同条第５号中「特定建設資材廃棄物」を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12
年法律第104号）第２条第６項に規定する特定建設資材廃棄物」に改め、同号を同条第４号とし、同条第６号を同条
第５号とする。
　　　附　則
　この規則は、平成20年１月１日から施行する。
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